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東
京
地
裁
は
二
○
二
二
年
五
月
二
十
六
日
、
鶏
卵
業
者
か
ら
大
臣
在
任
中
に
計
五
百
万
円
の
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
し
て
収

賄
罪
に
問
わ
れ
た
元
農
林
水
産
大
臣
・
𠮷
川
貴
盛
被
告
を
有
罪
判
決
と
し
た
。
そ
の
二
日
前
の
二
十
四
日
に
は
、
貸
金
業
の
登

録
な
く
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
特
別
融
資
な
ど
の
仲
介
を
繰
り
返
し
た
と
し
て
、
貸
金
業
法
違
反

に
問
わ
れ
た
遠
山
清
彦
元
財
務
副
大
臣
の
政
策
秘
書
を
有
罪
判
決
と
し
た
。
遠
山
清
彦
元
財
務
副
大
臣
は
三
月
に
有
罪
判
決
が

出
て
い
る
。 

 

上
記
二
件
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
政
治
家
の
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
対
す
る
口
利
き
で
あ
る
。
𠮷
川
貴
盛
元
農
水
大
臣
の

裁
判
で
は
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
融
資
条
件
の
緩
和
を
求
め
る
趣
旨
を
政
治
献
金
で
は
な
く
賄
賂
と
認
識
し
て
い
た
と
認
定

さ
れ
て
い
る
。
遠
山
清
彦
元
財
務
副
大
臣
の
裁
判
で
は
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
国
会
議
員
や
秘
書
が
口
利
き
を
し
た
案
件
に

「
特
別
な
対
応
」
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
る
み
に
な
っ
た
。
（
二
○
二
二
年
二
月
十
六
日
、
毎
日
新
聞
他
各
紙
） 

 

日
本
政
策
金
融
公
庫
は
四
月
二
十
六
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
特
別
融
資
を
巡
り
、
遠
山
清
彦
元
財
務
副
大
臣
が
違

法
な
融
資
仲
介
を
繰
り
返
し
て
い
た
問
題
で
、
内
部
調
査
の
結
果
を
公
表
し
て
お
り
、
政
治
家
か
ら
の
仲
介
案
件
は
、
融
資
申

請
先
の
企
業
よ
り
も
先
に
政
治
家
に
審
査
結
果
を
伝
え
る
な
ど
、
「
特
別
な
対
応
」
と
の
疑
念
を
持
た
れ
か
ね
な
い
行
為
が
あ



 

２ 

 

っ
た
と
結
論
づ
け
た
。 

 

毎
日
新
聞
が
「
遠
山
元
議
員
側
に
仲
介
を
依
頼
し
た
複
数
の
企
業
は
毎
日
新
聞
の
取
材
に
対
し
、
『
融
資
が
早
ま
っ
た
』
と

証
言
し
た
が
、
調
査
結
果
は
、
具
体
的
な
根
拠
を
示
さ
ず
に
『
審
査
日
数
は
、
議
員
紹
介
案
件
と
他
の
案
件
は
同
程
度
だ
っ

た
』
と
し
て
い
る
」
（
二
○
二
二
年
四
月
二
十
八
日
、
毎
日
新
聞
）
と
指
摘
す
る
な
ど
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
内
部
調

査
だ
け
で
は
、
不
信
感
を
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
。 

 

さ
ら
に
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
元
職
員
に
よ
る
と
、
実
際
に
は
議
員
本
人
よ
り
秘
書
を
通
じ
た
融
資
の
口
利
き
が
多
く
、
内

部
で
は
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
「
紹
介
案
件
」
と
呼
ば
れ
、
審
査
過
程
を
細
か
く
記
録
に
残
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
公
庫

の
融
資
仲
介
を
し
た
こ
と
が
あ
る
元
国
会
議
員
は
「
国
会
議
員
や
秘
書
の
仲
介
は
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て
い
る
。
公
庫
側
も
気

軽
に
応
じ
て
お
り
、
政
治
家
の
窓
口
担
当
者
を
置
い
て
い
る
」
と
明
か
し
て
い
る
。
（
二
○
二
二
年
二
月
十
四
日
、
時
事
ド
ッ

ト
コ
ム
）
上
記
の
と
お
り
、
内
部
調
査
で
は
解
明
で
き
て
い
な
い
疑
惑
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。 

 

政
治
家
の
口
利
き
に
よ
っ
て
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
融
資
の
判
断
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
政

府
は
国
民
の
不
信
を
払
し
ょ
く
す
る
た
め
、
徹
底
的
に
実
態
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

一 

政
府
と
し
て
、
政
治
家
と
日
本
政
策
金
融
公
庫
と
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
実
態
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考



 

３ 

 

え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。 

二 
政
府
と
し
て
す
で
に
調
査
を
開
始
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
進
捗
の
報
告
を
求
め
る
。 

 

右
質
問
す
る
。 


